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（仮称）荒川区空家等対策の推進に関する条例骨子素案に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 募集期間 

平成２８年９月２日（金）から１５日（木）まで 

 

２ 対象者 

 (1) 区内在住、在勤又は在学の方 

(2) 区内に事務所、事業所を有する個人及び団体 

(3)  （仮称）荒川区空家等対策の推進に関する条例により影響を受ける個人及び団体 
 

３ 実施方法 

平成２８年９月１日発行の区報で、本パブリックコメントの概要について周知したほか、

（仮称）荒川区空家等対策の推進に関する条例骨子素案（以下「条例骨子素案」という。）

を区ホームページに掲載するとともに、防災街づくり推進課及び情報提供コーナーにて閲

覧に供しました。 

なお、荒川区空家等対策計画素案（以下「計画素案」という。）に関するパブリックコ

メントも、募集期間、対象者、実施方法を同じくして実施しました。 

 

４ 意見提出数 

 (1) 条例骨子素案又は計画素案に関する意見の合計 
提出者：１１名、意見数：２０件 

(2)意見内容の分類整理 

 ①条例骨子素案に関する意見 

  提出者： ５名、意見数： ５件 

 ②計画素案に関する意見 

  提出者：１０名、意見数：１３件 

 ③特定の住所にある空き家の相談に関するもの 

  提出者： ３名、意見数： ７件 

  ※相談内容につきましては、区が個別に対応させていただきます。 

 【注釈】意見の中には①～③の複数に関わるものがありましたので、その内容別に各々

へ分類いたしました。 

  そのため、(1)と(2)の提出者数及び意見数の合計は一致しません。 
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５ 意見の概要及び区の考え方等 

 

※ ○：記載済み、△：参考として受け止める、 

▲：参考として受け止めるが荒川区空家等対策計画へ反映 

№ 意見の概要 区の考え方等 ※ 

条例全般 

１ 

条例素案に荒川区独自の規定

を盛り込んだことは高く評価す

る。５年間の計画の中で、住み

やすさが実感できる独自政策を

展開するため、弾力的な条例改

正をすべきである。 

空家等対策計画では、定期的に計画の検証

を行うとしておりまして、その中で必要が生

じた場合は、条例改正を適宜検討してまいり

ます。 

 

△ 

区の責務 

２ 

条例案にも空家等の措置を迅

速に実施できるよう、期間を設

ける用語を加える必要がある。 

特に老朽度ランク４・５に対

しては、半年から１年の間に措

置できるという内容を盛り込ん

だらと思う。 

ご意見のとおり、危険度が高い老朽空き家

は、除却等を早急に進める必要がありますが、

相続や借地契約等の、権利のある全ての人が、

除却等に合意するまでに、相当な時間を要す

る場合もあります。 

したがいまして、条例に空家等の措置を実

施する明確な期間を盛り込むことは困難であ

ると考えます。 

 本条例案では、管理不全な状態にある空き

家で、差し迫った危険がある場合に、その危

険を回避するため、区が必要な最小限の措置

を講じることができる規定を盛り込みまし

た。 

 なお、ご意見を受けまして、空家等対策計

画におきましては、区の施策として、可能な

限り早急に除却等を行えるよう、所有者等へ

の支援を実施する旨を記載します。 

▲ 
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※ ○：記載済み、△：参考として受け止める、 

▲：参考として受け止めるが荒川区空家等対策計画へ反映 

№ 意見の概要 区の考え方等 ※ 

立入調査の範囲の拡大 

３ 

隣家の空き家は瓦が落下し、屋

根に穴が開くほど老朽化してお

り、また、毎年６月頃に大量の虫

が発生しており困っている。 

公道から見えない場所にも空

き家は多くあり、空き家の調査は

敷地内まで入らないと、よく把握

することはできないと思う。 

条例では、空家等を発見し、又は空家等に

関する情報の提供を受けたときにおきまし

ても、立入調査ができるよう規定します。所

有者等の同意の上ではありますが、敷地内ま

で立ち入って調査することで、空家等の状況

をより把握することが可能となります。 

 

○ 

空家等に対する残置物等の保管及び処分代行措置 

４ 

隣家で居住者が失踪し、家主が

困って警察に相談し、荷物を他に

移したということがあった。 

期間を決めて保管し、それを過

ぎたら処分するという規定は、今

の時代となってはあっても良い。

きっちりと条例にする必要はあ

ると思う。賛成する。 

区はご意見のような事例が生じているこ

とを認識しております。空き家の所有者等

は、老朽化で危険なのはわかっているが、残

置物があるため、除却したくてもできずに困

っているという例もあります。 

この規定によりまして、危険な老朽空き家

の除却が進められるものと考えます。 

○ 

その他 

５ 

自分が所有する土地に建って

いる、借地人が所有するアパート

は、相続の問題が解決しておらず

大変である。業者に入ってもらい

ながらやっているが、どうなるか

わからない。 

区が個別のご相談として対応いたします。 

△ 

 

 

 


